
項目 位置

判断内容

基
礎
又
は
土
台
等
に
不
同

沈
下
が
あ
る

。

2
0
分
の
1
超
の
柱
の
傾

斜
が
認
め
ら
れ
る

。

基
礎
が
破
損
又
は
変
形
し

て
い
る

。

土
台
が
腐
朽
又
は
破
損
し

て
い
る

。

基
礎
と
土
台
に
ず
れ
が
発

生
し
て
い
る

。

柱

、
は
り

、
筋
か
い
が
腐

朽

、
破
損
又
は
変
形
し
て

い
る

。

柱
と
は
り
に
ず
れ
が
発
生

し
て
い
る

。

屋
根
が
変
形
し
て
い
る

。

屋
根
ふ
き
材
が
剥
落
し
て

い
る

。

軒
の
裏
板

、
た
る
木
等
が

腐
朽
し
て
い
る

。

軒
が
た
れ
下
が

っ
て
い

る

。

雨
樋
が
た
れ
下
が

っ
て
い

る

。

壁
体
を
貫
通
す
る
穴
が
生

じ
て
い
る

。

外
壁
の
仕
上
材
料
が
剥

落

、
腐
朽
又
は
破
損
し

、

下
地
が
露
出
し
て
い
る

。

外
壁
の
モ
ル
タ
ル
や
タ
イ

ル
等
の
外
装
材
に
浮
き
が

生
じ
て
い
る

。

看
板
の
仕
上
材
料
が
剥
落

し
て
い
る

。

看
板

、
給
油
設
備

、
屋
上

水
槽
等
が
転
倒
し
て
い

る

。

看
板

、
給
油
設
備

、
屋
上

水
槽
等
が
破
損
又
は
脱
落

し
て
い
る

。

看
板

、
給
油
設
備

、
屋
上

水
槽
等
の
支
持
部
分
が
腐

食
し
て
い
る

。

屋
外
階
段

、
バ
ル
コ
ニ
ー

が
腐
食

、
破
損
又
は
脱
落

し
て
い
る

。

屋
外
階
段

、
バ
ル
コ
ニ
ー

が
傾
斜
し
て
い
る

。

門

、
塀
に
ひ
び
割
れ

、
破

損
が
生
じ
て
い
る

。

門

、
塀
が
傾
斜
し
て
い

る

。

擁
壁
表
面
に
水
が
し
み
出

し

、
流
出
し
て
い
る

。

水
抜
き
穴
の
詰
ま
り
が
生

じ
て
い
る

。

ひ
び
割
れ
が
発
生
し
て
い

る

。

建
築
位
置

隣
接
家
屋
が
１
軒
あ
る

。

隣
接
家
屋
が
２
軒
以
上
あ

る

。

小
学
校
の
通
学
路
に
な

っ

て
い
る

。

中
学
校
の
通
学
路
に
な

っ

て
い
る

。

義
務
教
育
学
校
の
通
学
路

に
な

っ
て
い
る

。

半
径
1
0
0
メ
ー

ト
ル
以

内
に
公
共
施
設
が
あ
る

。

半
径
3
0
0
メ
ー

ト
ル
以

内
に
公
共
施
設
が
あ
る

。

50 50 25 50 25 25 25 25 10 10 10 50 10 50 10 20 20 20 30

（ただし、著し
く脱落の危険
のあるものに
ついては+50）

50
（ただし、
著しく脱

落の危険
のあるも
のについ
ては+50）

（ただし、
著しいも
のについ
ては最大
点数に
+25）

1-1 八条町　1居宅 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 0 0 0 0 13 13 非該当

1-2 　〃　　　2作業所 0 100 50 10 0 0 0 10 0 3 0 0 0 0 0 248 248 該当

1-3 　〃　　　3居宅 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 0 0 0 0 38 38 非該当

1-4 　〃　　　4附属家 0 0 0 0 0 15 0 10 0 3 0 0 0 0 0 53 53 非該当

2-1 大路町　1居宅 0 0 25 0 0 15 0 10 1 0 3 0 0 0 0 79 79 非該当

2-2 　〃　　　2居宅 0 0 0 10 25 15 0 10 1 0 3 0 0 0 0 89 89 非該当

2-3 　〃　　　3物置 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 3 0 0 0 0 14 14 非該当

3 木之本町廣瀬 0 0 0 10 0 15 0 10 0 3 0 0 0 0 1 64 64 非該当

1

判
定

結
果

合
計
点
数

周辺への影響度の判断基準
隣接家屋 通学路 公共施設

3 3 3 310 1 3

100 100

10 25 15 10
点数

（下段は
最大点数）

100 100
25

25

（ただし、著しく崩壊の危険のあるも
のについては最大点数に+50）

20 30

0 25 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0
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屋外階段、バルコニー 門、塀

0

0 0 0 0 0 0

0 25 0 0 0

50

0

0

25

25

25

資料５

被判定空家等一覧表（令和２年１月２７日：第１０回長浜市空家等対策推進会議資料）

50

倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態か否かの判断基準
傾斜 基礎及び土台 屋根ふき材、庇又は軒 擁壁外壁 看板、給油設備、屋上水槽等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0


